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〈福崎町の未来図〉〈福崎町の未来図〉〈福崎町の未来図〉
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活力にあふれ　風格のある　住みよいまち

　この基本計画は、21世紀初頭における

本町の将来像とその実現化のためのまちづ

くりの基本方向などを示した基本構想に基

づき、具体的な施策とその内容を示したも

のです。

　そして、この計画を実現していくために

は、本町の行政組織が総力をあげて取り組

むとともに、住民や学生、企業間の役割分

担に基づき、参画と協働を重視し、国や県

の協力と支援、周辺市町との連携により進

めていくことが大切です。

　そこで、以下に示す方策を計画的かつ積

極的に推進し、計画の実現に向けて取り組

みます。計画の推進主体としては、次の主

体が考えられます。

（１）参画と協働によるまちづくり
　従来のまちづくりは、行政が国や県の指

導をはじめ他市町村のまちづくりを考慮し

ながら住民のニーズに応える形で進めてき

ました。近年は、社会の成熟化などにより、

地域における課題や住民ニーズも多様化し

ていますが、一方、住民のまちづくりへの

関心や参加意識が高まっています。

　したがって、行政のみならず住民や事業

者もそれぞれの果たすべき役割と責任を自

覚し、協力しあいながらまちづくりを進め

ます。すべてのひとが、創意と熱意と努力

　

を持ってまちづくりに参画し、幅広い交流

や地域間の連携を強めます。

　以上より、「活力にあふれ　風格のある

住みよいまち」をめざし、住民を主体に参

画と協働によるまちづくりを進めます。

民　　　間 住　　　　民

大　　　　学

企業・事業者

一 般 住 民

団　　　　体

行　　　政

老若男女

地　　域

産業（農協、商工会など）

ボランティア・ＮＰＯ
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（２）住民と大学と企業・事業者の
　　　連携体制づくり
　計画の推進には、知識や知恵、人のネッ

トワークなどが必要です。そのためには、

計画の推進のための住民と大学と企業・事

業者の連携体制づくりを進めます。また、

世代間、男女間、各地域間などの情報や体

験交流、連携の強化のための組織づくりを

進めます。

（３）計画の評価
　行政における事務・事業の選択や重点化、

見直しについて、情報の公開によって住民

との合意形成を進めることにより、行政の

公平性・透明性の向上を図ります。また、

外部評価も視野にいれた「行政評価」を取

り入れ、その結果を今後の施策や事業の改

善に反映させることにより、優先度の高い

施策に力点を移し、効率的かつ公正な行財

政運営を進めます。

（４）庁内体制の強化
　この計画を実現していくためには、庁内

組織全体が積極的に取り組むことが必要で

す。また、各課・各係などの連携が必要な

施策については、協力的な推進に努めます。

また、施策などの遂行に際しては、課・係

を越えたチーム編成や外部からの専門家を

加えた編成などを行い、全町的な執行推進

体制を構築していきます。
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1.諮　　問

2.答　　申

3.策定体制

4.策定組織

5.策定経過

6.まちづくり委員会の今後の方向性について

7.第４次総合計画後期基本計画策定のための
　アンケート調査結果
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1.諮問

福崎町第４次総合計画の策定について（諮問）

福企第３６４９９号
平成21年１月21日

福崎町長　　嶋　田　正　義

福崎町総合計画審議会
　会　長　　谷　口　守　男　　様

　福崎町では、“活力にあふれ　風格のある　住みよいまち”を将来像に掲げた、福崎町第
４次総合計画を平成16年に策定し、平成25年度を目標とした基本構想により施策の推進を
図ってきましたが、計画策定から４年が経過し、本町を取り巻く環境の変化を踏まえ、後期
基本計画を策定するとともに、基本構想についても修正することといたしました。
　つきましては、福崎町第４次総合計画「基本構想（修正案）」並びに「後期基本計画（案）」
を策定しましたので、貴審議会の意見を求めます。

記

福崎町第４次総合計画「基本構想（修正案）」
福崎町第４次総合計画「後期基本計画（案）」
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2.答申

福崎町第４次総合計画基本構想の修正及び後期基本計画について（答申）

平成21年２月20日

福崎町総合計画審議会
　会　長　　谷　口　守　男

福崎町長　　嶋　田　正　義　　様

　平成21年１月21日付で貴職から諮問のあった福崎町第４次総合計画「基本構想（修正案）」
及び「後期基本計画（案）」について、当審議会において慎重に審議した結果、下記のとお
り答申します。

記

　諮問のあった基本構想（修正案）及び後期基本計画（案）は、福崎町をめぐる現状と動向
を認識しつつ、21世紀を迎え「活力にあふれ　風格のある　住みよいまち」福崎町を実現す
るための方向を示しており、妥当な内容と認めます。
　今後、その趣旨を広く住民に周知徹底されるとともに、構想の実現に向け、具体的な施策
の推進を図られるよう希望します。
　なお、当審議会における意見を付言するので、計画の策定・推進にあたって、十分配慮さ
れるよう要望します。

【意見】
（１）　今回諮問のあった福崎町第４次総合計画基本構想（修正案）及び後期基本計画（案）
　　　は西暦2013年（平成25年）を目標とするものである。この間の福崎町をめぐる環境
　　　は、少子高齢社会への移行をはじめ、情報化や国際化などの進展とともに地方分権を
　　　含めて大きく変化することが予想されるので、本計画においては、特にこのような社
　　　会の変化に的確に対応し、住民福祉の向上を図るべきである。
（２）　現行の第４次総合計画前期基本計画の達成状況を十分に勘案し、後期基本計画の推
　　　進に取り組むべきである。
（３）　この計画の実現のためには、町当局及び関係機関の努力はもとより、広く住民各層
　　　の理解と協力が不可欠である。このため、今後とも住民相互の交流を深め、住民の知
　　　恵と力を結集し、参画と協働によるまちづくりを進めるべきである。
（４）　まちの活性化のためには目標人口の達成はもとより、量的な充実とともに質的に充
　　　実することも大切である。そのため、自然、歴史・文化などの地域資源を生かし、人
　　　づくりや組織づくりをはじめ、住民、企業・事業者、大学との連携を強化し、調和の
　　　とれた施策展開を進めるべきである。また、町としてこれらを横断的に進める人材を
　　　配置し、継続的に事業を推進するよう要望する。
（５）　後期基本計画や実施計画・個別計画の内容や進捗状況などを評価し、優先順位をは
　　　じめその評価に基づき計画の見直しも視野に入れながら施策の推進に取り組まれたい。
（６）　“福崎らしさ”の実現をめざし、今後の福崎町の発展を促すため、基本構想の６つ
　　　の重点施策に積極的な取り組みを要望する。
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3.策定体制

審　議　会

住　　民

【住民参加】 【基本構想・基本計画
  原案作成】

町　長 議　会

アンケート調査
意見募集

まちづくり
委員会

前期計画検証
提言

策定委員会

副町長以下、
課長級職員

ワーキング
グループ

事務局

町職員
6部会設置

（企画財政課）

諮問

答申

意見・提言

公表・説明

第4次総合計画　後期基本計画　策定体制

提案

議決

コンサル
タント
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4.策定組織

福崎町総合計画審議会条例
（設置）
第１条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づき、福崎町総
　合計画審議会（以下「審議会」という。）を置く。

（所掌事項）
第２条　審議会は、町長の諮問に応じ、福崎町総合計画の策定に関する必要な事項について調
　査及び審議を行う。

（組織）
第３条　審議会は、委員15名以内をもって組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから、必要のつど町長が委嘱する。
　(１)　町議会の議員
　(２)　町内の公共的団体の役員及び職員
　(３)　県又は他の地方公共団体の職員
　(４)　学識経験者
３　委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

（会長及び副会長）
第４条　審議会に、会長及び副会長を各１名を置く。
２　会長及び副会長は、委員の互選により定める。
３　会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

（会議）
第５条　審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
２　審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
３　審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ  
　る。

（説明）
第６条　会長は、審議会において必要と認めたときは、学識経験を有する者、関係行政機関の
　職員及びその他の者の出席を求めて、その説明を聞くことができる。

（庶務）
第７条　審議会の庶務は、企画財政課において処理する。

（補則）
第８条　この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

　　　附　則
１　この条例は、公布の日から施行する。
２　この条例の施行後最初の審議会は、第５条第１項の規定にかかわらず、町長が招集する。
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（１）町議会の議員

　 平 岡 　 　 武

　 冨 田 　 昭 市

　 　 井 　 國 年

　 難 波 　 靖 通

　 大 塚 　 祥 子

◎ 谷 口 　 守 男

　 中 井 　 　 肇

○ 松 岡 　 政 行

　 林 　 　 和 信

　 長 田 優 美 子

　 高 岡 　 博 美

　 澤 木 　 正 幸

　 宮 内 　 康 伴

　 足 立 　 泰 紀

　 松 岡 　 　 豊

議会副議長

総務文教常任委員会委員

民生常任委員会委員長

産業建設常任委員会委員長

教育委員会委員

商工会副会長

農業委員会会長

区長会副会長

民生児童委員協議会副会長

婦人会会長

JA兵庫西福崎東支店長

兵庫県中播磨県民局参事

福伸電機㈱代表取締役社長

近畿医療福祉大学准教授

都市計画審議会委員

（４）学識経験者

（３）県又は他の地方公共
　　　団体の職員

（２）町内の公共的団体
　　　の役員及び職員

区　　　分 氏　　　名 備　　　　考

総合計画審議会委員

◎審議会会長　　○審議会副会長
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福崎町総合計画策定まちづくり委員会設置要綱
（設置の目的）
第１条　住民と行政が協働して、将来のまちづくりの基本となる福崎町第４次総合計画後期
　基本計画を策定するため、福崎町総合計画策定まちづくり委員会（以下「まちづくり委員会」
　という。）を設置する。

（所管事項）
第２条　まちづくり委員会は、福崎町総合計画の策定に向けての提案及び調査を行う。

（組織）
第３条　まちづくり委員会は、１５名程度の委員をもって組織し、町長が委嘱する。

（座長及び副座長）
第４条　まちづくり委員会に座長１名及び副座長１名を置く。
２　座長は、委員の互選によって定める。
３　座長は、会務を総理する。
４　副座長は、委員のうちから座長が指名する。
５　副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）
第５条　まちづくり委員会は、座長が招集し、座長が議長となる。

（意見の聴取）
第６条　まちづくり委員会は、必要と認めるときは委員以外の者の出席を求め、意見を聴く
　ことができる。

（庶務）
第７条　まちづくり委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、まちづくり委員会の運営に関し必要な事項は、町長
　が別に定める。

 　　附　　則
　この要綱は、平成２０年６月１日から施行し、総合計画が策定されたときにその効力を失う。
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西 井 　 勝 彦

藤 本 　 明 弘

大 段 　 宏 美

小 幡 　 八 郎

後 藤 　 壽 男

滝 田 　 裕 一

田 　 　 正 和

徳 村 奈 々 子

埴 岡 　 照 子

福 田 　 泰 千

藤 本 　 勝 彦

松 岡 　 勝 美

座   　　長

副　座　長

委　　　員

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　

区　　　分 氏　　　名

まちづくり委員会委員
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福崎町総合計画策定委員会規程
（設置）
第１条　社会・経済情勢の変化、町民の価値観・ニーズの変化に対応し、将来のまちづくり
　の基本となる福崎町第４次総合計画の基本構想及び基本計画部分の見直しを図るため、福
　崎町総合計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（所掌事務）
第２条　委員会は、福崎町第４次総合計画の基本構想修正原案及び後期基本計画原案を策定
　する。

（委員会）
第３条　委員会は、別表第１に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
２　委員会は、委員長が招集する。
３　委員長は、会務を総理する。
４　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（ワーキンググループ）
第４条　委員会の補助機関として、福崎町総合計画策定ワーキンググループを設置すること
　ができる。

（事務局）
第５条　総合計画策定に関する庶務を処理するため企画財政課に事務局を置く。

（補則）
第６条　この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定
　める。

 　　附　　則
　この規程は、平成２０年６月１日から施行し、総合計画が策定されたときにその効力を失う。
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橋　本　　省　三

岡　本　　　　裕

樋　口　　和　夫

田　郷　　正　則

中　塚　　保　彦

牛 尾 　 敏 博

近 藤 　 博 之  

志 水 　 清 二  

尾 　 　 吉 晴  

高 松 　 伸 一  

井 上 　 茂 樹  

志 水 　 利 雄  

後 藤 　 守 芳  

山 口 　 省 五  

高 井 　 紳 一  

豊 國 　 明 紀

委　員　長

副 委 員 長

委　　　員

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

　　〃

役　　　職

副　　町　　長

教　　育　　長

技　　　　　監

会 計 管 理 者

議会事務局長

総　務　課　長

企画財政課長

税　務　課　長

住民生活課長

健康福祉課長

産　業　課　長

まちづくり課長

下 水 道 課 長

学校教育課長

社会教育課長

水　道　課　長

職　　　名 氏　　　名

総合計画策定委員
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福崎町総合計画策定ワーキンググループ設置要綱
（設置）
第１条　福崎町第４次総合計画の基本構想の修正及び後期基本計画の策定にあたり、福崎町
　総合計画策定委員会の補助機関として福崎町総合計画策定ワーキンググループ（以下「ワ
　ーキンググループ」という。）を設置する。
　
（所掌事務）
第２条　ワーキンググループは、総合計画策定に必要な調査研究を行い、福崎町第４次総合
　計画の基本構想修正及び後期基本計画の原案作成に従事する。

（組織）
第３条　ワーキンググループは、町長が任命する職員をもって組織する。

（招集）
第４条　ワーキンググループの会議は、副町長が招集する。

（部会）
第５条　ワーキンググループは、次に定める部会を設置する。
 （１) 協働社会づくり部会
 （２）ひとづくり部会
 （３）健康・福祉づくり部会
 （４）基盤づくり部会
 （５）安心づくり部会
 （６）産業づくり部会
２　部会には、部会長、副部会長、書記及び委員を置き、副町長が指名する者をもって充てる。
３　部会長は、部会を総括する。
４　副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代理する。
５　部会の会議は、部会長が招集する。
６　書記は、会議終了後会議記録を企画財政課に提出する。
７　各部会の総合調整のため部会長会を設置する。
８　部会長会の会議は企画財政課長が招集する。

（庶務）
第６条　ワーキンググループの庶務は、企画財政課において処理する。

（補則）
第７条　この要綱に定めるもののほか、ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、副 
　町長が別に定める。

 　　附　　則
　この要綱は、平成２０年６月１日から施行し、総合計画が策定されたときにその効力を失う。
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田郷　正則
中塚　保彦

志水　清二
高井　紳一
山口　省五

牛尾　敏博
高松　伸一

樋口　和夫
志水　利雄
後藤　守芳

豊國　明紀
尾　　吉晴

樋口　和夫
井上　茂樹

協働社会づくり部会

ひとづくり部会

健康･福祉づくり部会

基盤づくり部会

安心づくり部会

産業づくり部会

部　会　名

◎萩原　昌美　　　中野千世子
○大塚　謙一　　　西井　尚子
△高嶋　　優　　　澤田　和也
　竹本眞由美　　　岡田　憲治

委　　　　　　　員 助　言　者

ワーキンググループ委員

◎木村　　巧　　　前田久留美
○牛尾　良子　　　福永　知美
△出田　　直　　　橋本　繁樹
　小田　茂代　　　西村由紀子

◎内藤　晴三　　　出口　純子
○三木　雅人　　　石川美智代
△石川　博憲　　　高木　智美
　山本ひふみ　　　藤田　裕文

◎豊國　明仁　　　山下　勝功
○福永　　聡　　　岡本　昌文
△吉田　利彦　　　山本　克典
　岩木　秀人　　　小川　知男

◎松岡　伸泰　　　中農　美香
○森　　公宏　　　高馬　明弘
△蔭谷　秀樹　　　竹内　一貴
　鎌谷　順子　　　植戸　健夫

◎木村　千晴　　　大塚　尚典
○牛尾　和代　　　小幡　伸一
△成田　邦造　　　鷲尾　進吾
　高原　秀彦　　　山口　瑞穂

◎部会長　　　○副部会長　　　△書記

事務局　　　課　　長　近藤　博之
　　　　　　課長補佐　谷岡　周和
　　　　　　主　　査　中村　　歩
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5.策定経過

第４２０回議会
全員協議会

H21.  3.24
H20.12.18 第４次総合計画見直し案の報告

第４次総合計画基本構想（修正）を議決

第１回総合計画審議会

第２回総合計画審議会

第３回総合計画審議会
第４回総合計画審議会
第５回総合計画審議会

第６回総合計画審議会

H20.  7.15

H20.10.24

H20.11.17
H20.12.  2
H21.  1.21

H21  .2.20

アンケート調査（案）の審議

基本構想（修正案）、後期基本計画（素案）の
審議

後期基本計画（素案）の審議

基本構想（修正案）及び後期基本計画（案）の
答申

■　総合計画審議会

第１回まちづくり委員会
第２回まちづくり委員会
第３回まちづくり委員会
第４回まちづくり委員会

第５回まちづくり委員会

H20.  7.19
H20.  9.  7
H20.10.  5
H20.11.  9

H20.12.21

主要アクションの進行評価

主要アクションの絞り込み

まちづくり委員会の今後の方向性を討議

まちづくり委員会の今後の方向性のまとめ

■　まちづくり委員会

第１回策定委員会
第２回策定委員会
第３回策定委員会

第４回策定委員会

第５回策定委員会
第６回策定委員会
第７回策定委員会
第８回策定委員会
第９回策定委員会

H20.  7.  4
H20.  7.24
H20.  8.28

H20.10.  9

H20.10.20
H20.10.23
H20.11.10
H20.11.25
H21.  1.19

アンケート調査（案）の検討
アンケート調査（案）の再検討
目標人口推計について討議

基本構想（修正案）、後期基本計画（素案）に
ついて討議

後期基本計画（素案）について討議

後期基本計画（素案）に係る意見の調整

■　策定委員会

■　議会
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全体会議
第１回協働社会づくり部会
第２回　　　　〃
第３回　　　　〃
第４回　　　　〃
第５回　　　　〃
第６回　　　　〃
第１回ひとづくり部会
第２回　　　〃
第３回　　　〃
第４回　　　〃
第５回　　　〃
第１回健康・福祉づくり部会
第２回　　　　〃
第３回　　　　〃
第４回　　　　〃
第５回　　　　〃
第６回　　　　〃
第７回　　　　〃
第１回基盤づくり部会

第２回　　　　〃

第３回　　　　〃
第４回　　　　〃
第５回　　　　〃
第６回　　　　〃
第７回　　　　〃
第８回　　　　〃
第１回安心づくり部会
第２回　　　　〃
第３回　　　　〃
第４回　　　　〃
第５回　　　　〃
第６回　　　　〃

H20.  6.11
H20.  6.27
H20.  7.23
H20.  9.  3
H20.  9.17
H20.  9.25
H20.10.14
H20.  6.18
H20.  8.12
H20.  8.29
H20.  9.24
H20.11.  4
H20.  6.24
H20.  7.25
H20.  7.31
H20.  8.29
H20.  9.17
H20.  9.22
H20.10.27
H20.  6.23

H20.  7.22

H20.  8.  7
H20.  8.19
H20.  9.  1
H20.  9.  9
H20.10.15
H20.11.  5
H20.  6.19
H20.  8.  7
H20.  8.21
H20.  9.  4
H20.10.  2
H20.11.  4

総合計画体制・策定内容の説明
アンケート調査（案）の検討
前期基本計画の検証
基本構想（修正案）について討議

基本計画（素案）について討議

アンケート調査（案）の検討

前期基本計画の検証

基本計画（素案）について討議

アンケート調査（案）の検討

前期基本計画の検証

基本構想（修正案）について討議

基本計画（素案）について討議

アンケート調査（案）・人口フレームの検討
人口フレームの検討
前期基本計画の検証

基本構想（修正案）について討議

基本計画（素案）について討議

基本構想（修正案）について討議
基本計画（素案）について討議
アンケート調査（案）の検討

前期基本計画の検証

基本計画（素案）について討議

■　ワーキンググループ
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第１回産業づくり部会
第２回　　　　〃
第３回　　　　〃
第４回　　　　〃
第５回　　　　〃

H20.  6.18
H20.  7.28
H20.  8.26
H20.  9.18
H20.10.31

アンケート調査（案）の検討
前期基本計画の検証
基本構想（修正案）について討議

基本計画（素案）について討議
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6.まちづくり委員会の今後の方向性について

まちづくり委員会の今後の方向性について
○５年前の第４次総合計画策定時に、第１期のまちづくり委員会が公募によりスタートし、
今回、その成果である「福崎町総合計画推進のための主要アクション（住民ができる行動）
提案」の振り返りを行いました。

○その結果、いくつかのアクションが進められてきていることがわかり、また、一方では今
回新たな提案もあがってきました。

○まちづくりには、継続的な情報「土」と外からの情報「風」の両面が大切です。特に、ま
ちづくりに必要な要素として、よく言われているのが「若者、ばか者、よそ者」の３者で、
従来の考え方等を乗り越えていく可能性があるのがこの３者であるといえます。

○福崎町の強味は、祭りの結束力などの伝統である「土」と交通条件の良さや大学立地によ
る「風」のバランスの良さではないかと考えます。いわゆる「風土」であり、将来像とし
ては「風格」という言葉にその意味が込められています。

○主要アクションの数が多いので、重点アクションを選定するという考え方もあります。前
回「まちづくりステーション」という名称で取り組みを続けましたが、マンパワー等の関
係で休止の状態になりました。今回は状況に応じて取捨選択するなど町行政との協働の視
点をさらに重視し、“継続は力なり”の考えを大切にして進めていくことにします。

○ネットワークの第１歩は、情報交流と言えます。そのため、本まちづくり委員会がコアメ
ンバー、世話人となり、多様な住民の取り組み団体等をはじめ、町行政、企業、大学の４
者を結び付けるしくみづくりが求められています。

○今後は、それぞれの主体の役割と分担を確認しながら、福崎町らしさを大切にしたまちづ
くりを進める組織づくりに向けて、徐々に取り組んでいくイメージが望ましいと考えます。

「若者」、「ばか者」、「よそ者」とは
　・「若者」とは、積極的に活動に取り組むいわば“実働部隊”、若い人が大勢いればそれ
　だけで活気づく、エネルギーと言う意味。

　・「ばか者」とは、いわゆるアイデアマン。破天荒な発想や強い思い、熱烈な実行力・一
　生懸命に行動すると言う意味。

　・「よそ者」とは、外の目。地域の人が当たり前と思っている既成概念や本来価値がある
　ものを客観的な角度（または新しい視点）でその土地の人たちに気付かせると言う事。
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＜福崎町まちづくりの役割分担のイメージ＞

多様な住民の
取り組み団体等

町行政

企業・事業所等
まちづくり委員会
（世話人会）等

大学・大学生等
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7.第４次総合計画後期基本計画策定のためのアンケート調査結果

アンケート調査結果
《回答者の構成》

〈図１〉性別

　この図は、男女の構成比です。
1,489人中、「男性」が616
人（41.4％）、「女性」が
857人（57.5％）で女性が
約６割と高くなっています。

　この図は、年齢別の構成比
です。70歳以上が21.0％で
もっとも高く、ついで60歳代、
50歳代となり、50歳以上で
６割近くとなっています。40
歳代以下は42.7％となってい
ます。

　

　この図は、居住地を校区別
に見たものです。もっとも多
いのは、田原校区が37.1％、
ついで福崎校区が36.4％、八
千種校区が17.7％、高岡校区
が7.4％となっています。

10歳代4.2％

2020歳代歳代
10.510.5％
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10.5％

3030歳代歳代
14.614.6％

4040歳代歳代
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17.017.0％

30歳代
14.6％

40歳代
13.4％

不明0.9％

70歳代
21.0％
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18.4％
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17.0％

不明1.1％
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41.441.4％
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41.4％

女性
57.5％

〈図２〉年齢別
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〈図３〉居住地
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20歳代
10.5％

30歳代
14.6％

40歳代
13.4％

70歳代
21.0％

60歳代
18.4％

50歳代
17.0％

男性
41.4％

女性
57.5％

田原
小学校区
37.1％

八千種
小学校区
17.7％

福崎
小学校区
36.4％

　この図は、職業別の構成比
です。「会社員、会社役員」
が24.3％でもっとも多く、つ
いで「無職」、「主婦などの
家事従事者」、「内職･パート
など」となっています。

　この図は、家族構成を尋ね
たものです。「親と子ども（２
世代）」が42.9％でもっとも
多く、ついで「夫婦」、「親
と子どもと孫（３世代）」と
なっています。

　

　この図は福崎町での居住年
数を尋ねたものです。「20年
以上」が７割以上で、ついて
「10年以上～20年未満」が
13.6％となっています。
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ぐらしぐらし
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ぐらし
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従事者従事者16.916.9％

内職・パート
など11.7％

主婦などの家事
従事者16.9％

その他2.9％
不明1.7％

学生、生徒
5.5％

〈図５〉家族構成
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71.771.7％

10年以上～
20年未満
13.6％
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20年以上
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〈図６〉居住年数

〈図４〉職業別
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（不明・利用しないを除く）
（単位表示は100人以上のみ）
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1
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1　日用品など
の購入先　

2　高級品など
の購入先　

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400
単位：人

1,272

712
4

153
20
38
26

107
14

総数
1,489人

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

不明2.4％

生まれた生まれた
時から時から
42.142.1％

結婚結婚
27.627.6％

生まれた
時から
42.1％

家族・親戚の近く、
または一緒に住む
ため11.5％

結婚
27.6％

自身または家族の
就職・転勤5.4％通学0.5％

その他2.4％
希望に合う住宅が
みつかった8.1％

　この図は居住の理由を尋ね
たものです。居住の理由とし
ては、「生まれた時から」が
42.1％、「結婚」が27.6％、
「家族・親戚の近く、または
一緒に住むため」が11.5％
となっています。

《日常生活圏》

〈図８－１〉日常生活圏
　この図は、住民の行動範囲の実態をみるためのもので、各種消費、病気などの際の治療の
行き先や通勤先について尋ねたものです。
　・「日用品の購入先」は、スーパー等の立地により８割以上の人が町内で購入しています。
　・「高級品の購入先」と「入院を要する病気の診療先」は、姫路市が最も高く、福崎町と   
　　の結びつきの強さを示しています。
　・「公園・広場の利用先」や「風邪などの軽い病気の診療先」は、町内が高くなっていま
　　す。

〈図７〉居住の理由
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74

7　仕事・通学先

293
58
25
63
14
61

441
93

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

福 崎 町 内
神 崎 郡 内
姫 路 市 内
加 西 市 内
神 戸 市 内
その他県内
大 阪 府 内
そ の 他

生まれた
時から
42.1％

結婚
27.6％
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（不明・利用しないを除く） 0

10
1,115

184
52

1　日用品など
の購入先　

2　高級品など
の購入先　

200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

単位：人

26

4
866

18
1

193

9
1,180

35
16

76

2
616

85
175

29

18
1,096

130
80

27

40
1,080

14
6

77

1
777

96
42

112

3　家族や友人
との外食先

4　公園・広場
の利用先　

5　風邪などの
軽い病気の
診療先　　

6　入院を要す
る病気の診

療先

7　仕事・通学先

〈図８－２〉利用先までの交通手段
　この図は、利用先までの交通手段について尋ねたものです。ほとんどの場合マイカーを利
用されています。
　鉄道・バスは高級品などの購入で利用され、その他は仕事・通勤に利用されています。
　町内の買い物や身近な診療所へは単車・自転車も利用しているようですが、公園へは徒歩
で行く人が多くなっています。

住みよい
34.3％

まあまあ住み
よい51.5％

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩

鉄道・バス
タ ク シ ー
マ イ カ ー
単車・自転車
徒 歩
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都市基盤・生活環境
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

1　道路整備の状況
（広さ・舗装）

2　歩道などの使いやすさ
（歩道整備・段差解消等）

3　交通安全対策

4　鉄道・バスなどの公共
交通機関の便利さ

5　公園や広場などの
整備・便利さ

6　上水道の安定供給

7　下水道の整備

8　地震や台風などの
防災対策

9　消防・救急体制

10　犯罪などに対する防犯対策

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

12.432.8

6.739.1

5.123.8

9.450.4

4.836.3

20.617.7

3.618.7

11.910.4

3.619.1

33.04.8

ふつう

不　満

満　足

不明2.0％

やや住みにくい
5.1％

住みよい住みよい
34.334.3％

まあまあ住みまあまあ住み
よいよい51.551.5％

住みよい
34.3％

まあまあ住み
よい51.5％

どちらとも
いえない5.1％

住みにくい
2.0％

　この図は、住みよさをみる
ためのものです。
全体の86％の人が「まあま
あ住みよい」51.5％、「住
みよい」34.3％と答えてい
ます。また、７％の人は「や
や住みにくい」5.1％、「住
みにくい」2.0％と答えてい
ます。

〈図１０〉生活環境の満足度
　この図は、住民の住まいをとりまく環境について尋ねたもので、居住環境に関する各項目
について、満足の側または不満の側にどの程度片寄っているかを示しています。
その中で「どちらかといえば満足」と感じている項目の上位３項目は次のとおりです。
　　①上水道の安定供給　　②下水道の整備　　③歴史・文化財の保存・活用
　また、「どちらかといえば不満」と感じている項目の上位３項目は次のとおりです。
　　①鉄道・バスなどの公共交通機関の便利さ　　②歩道などの使いやすさ
　　③病院などの地域医療施設や医療制度

《住みごこち》

〈図９〉住みよさ

総数
1,489人
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地域振興・観光
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

11　農業の支援体制

12　集落営農リーダーの
確保・育成

13　地元企業・事業所への支援

14　商業やサービス業の
育成・支援

15　雇用の場の確保への
取り組み

16　観光資源の活用、観光振興

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

2.413.1

2.911.6

1.08.5

1.511.6

1.318.5

2.820.0

ふつう

不　満

満　足

自然・環境
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

17　森林や河川などの
自然環境の保全

18　景観や街並み

19　ごみ減量化やリサイクル
対策

20　地球温暖化対策の推進

21　公害（騒音・悪臭・ばい煙）
などの環境対策

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

5.820.9

5.819.7

10.215.6

1.518.7

5.619.4

ふつう

満　足

健康・福祉
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

22　病院などの地域医療施設や
医療制度

23　健診・生活習慣病予防の
保健活動

24　介護保健制度の普及や
介護予防事業

25　高齢者・障害者等への
福祉事業

26　子育て支援事業

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

8.938.3

9.514.2

5.212.8

7.014.4

9.610.5

不　満

ふつう

満　足

不　満
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教育・文化・スポーツ
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

27　保育所・幼稚園などの
幼児教育

28　小・中学校の教育施設や
教育環境

29　スポーツ・レクリエー
ション施設

30　文化センターなどの
交流施設や各種講座

31　青少年健全育成の推進

32　歴史・文化財の保存・活用

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

7.97.7

7.79.7

6.224.2

8.912.2

3.89.7

12.66.7

ふつう

不　満 満　足

その他
（図中の数値単位は％、満足、不満のみ表示）

33　まち全体の活気

34　地域や近隣住民との
つながり

35　ボランティア・
NPO団体の育成・支援

36　町政への住民意向の反映

37　広報誌やホームページ、
防災無線等の情報発信

38　住民参加による
まちづくりへの支援

39　町役場など公共施設の
利用のしやすさ

40　行政改革への取り組み

0％ 20％-20％ 40％-40％ 60％-60％ 80％-80％ 100％-100％

7.319.0

9.213.4

3.79.5

3.618.8

8.89.5

3.89.2

9.718.1

4.216.9

ふつう

不　満

満　足



194

0.0

都市的な施設が整った住環境のよいまち
自然や景観を大切にし、自然と共生するまち

郷土の歴史や文化・伝統を大切に守り活かすまち
子どもから高齢者まで、安心して暮らせる福祉環境の整ったまち
犯罪や災害の対策が充実した安全・安心に暮らせるまち
スポーツ・レクリエーション、生涯学習活動などが充実したまち
ごみの減量化や地球温暖化対策などを積極的に取り組むまち
地域コミュニティ活動やボランティアなどの住民活動

その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

14.2％
39.3％

9.1％
63.3％

36.1％
9.5％
9.7％
8.0％

1.2％
3.2％

0.0

若い世代の定住化の促進
保育所・幼稚園の施設の充実

子育て相談や保育サービスの充実
子育て家庭への経済的負担軽減の支援
仕事と家庭・地域生活の両立の支援
子どもを取り巻く教育環境の充実

その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

42.2％
18.2％

13.8％
39.7％

45.5％
21.9％

2.1％
4.8％

0.0

高齢者や障害者が利用しやすい施設の整備
高齢者の生涯学習活動など交流の場の充実

高齢者のための健康増進事業の充実
高齢者や障害者の世話をするボランティアの育成
地域全体で高齢者や障害者を支えるしくみをつくる
生きがいづくりや働く場の確保など支援体制の充実

学校や生涯学習での福祉教育の充実
その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

42.1％

16.2％
21.3％
22.0％

37.4％
37.3％

6.2％
1.8％

3.4％

〈図１１〉望ましい将来の福崎町
　この図は、望ましい将来の福崎町について尋ねたものです。「子どもから高齢者まで、安
心して暮らせる福祉環境の整ったまち」が63.3％と一番高くなっており、「自然や景観を大
切にし、自然と共生するまち」、「犯罪や災害の対策が充実した安全・安心に暮らせるまち」
が40％近くあり、この３項目が特に高くなっています。

〈図１２〉少子化対策
　この図は、少子化対策として重要なことについて尋ねたものです。「若い世代の定住化の
促進」、「子育て家庭への経済的負担軽減の支援」、「仕事と家庭・地域生活の両立の支援」
の３項目が約４割となっており、他の項目より２倍以上と高くなっています。

〈図１３〉福祉の充実
　この図は、福祉の充実について尋ねたものです。「高齢者や障害者が利用しやすい施設の
整備」が42.1％でもっとも多く、「地域全体で高齢者や障害者を支えるしくみの整備」、「生
きがいづくりや働く場の確保など支援体制の充実」が37％の回答となっています。
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0.0

自主防災組織の充実
災害時用の食糧や資材などの備蓄

公共施設の耐震化
住民の防災意識の高揚・啓蒙

防災・防犯などの情報提供及び伝達システムの充実
避難所の充実

防犯パトロールなど防犯体制の充実と防犯意識の啓発
防犯灯、街路灯などの整備

その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

12.0％
22.6％

16.3％
19.1％

33.0％
18.5％

27.9％
36.7％

0.8％
3.4％

0.0

ごみの減量や資源ごみ分別の住民意識の高揚・啓蒙
家庭ごみの有料化

大気や水質などの検査や監視活動
新エネルギー対策や省エネルギー対策

家庭や事業所でのCO2（二酸化炭素）削減対策への取り組み
森林や里山の保全・整備

その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

58.2％
6.2％

19.2％
26.7％
27.9％

42.1％
1.7％
3.7％

〈図１４〉防災・防犯対策
　この図は、防災・防犯対策として重要なことについて尋ねたものです。「防犯灯、街路灯
などの整備」や「防犯パトロールなど防犯体制の充実と防犯意識の啓発」が多くなっており、
防犯対策への関心の高さが伺えます。また、防災については、「情報提供及び伝達システム
の充実」や「災害時用の食糧や資材などの備蓄」が多くなっています。

〈図１５〉環境対策
　この図は、環境対策として重要なことについて尋ねたものです。「ごみの減量や資源ごみ
分別の住民意識の高揚・啓蒙」が58.2％と非常に高く、ついで「森林や里山の保全・整備」
が42.1％となっています。また、新エネルギー対策や省エネルギー対策や二酸化炭素削減対
策への取り組みなど地球温暖化防止対策への取り組みについても関心が高くなっています。
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　この図は、住民による活動
を活発化するために、行政は
どんなことをするべきかを尋
ねたものです。「活動に必要
な機材・会場の提供や活動費
などの支援」が21.0％、「情
報の提供」が20.7％、「住民
への広報活動」が20.2％とほ
ぼ同数となっています。

　

　この図は、まちづくりへの
関与について尋ねたものです。
「自分の興味のあるものは参
加したい」が51.0％となって
おり、「積極的に参加または
協力したい」の12.0％と合わ
せると６割の人に参加の意向
があることがうかがえます。

活動団体等の
設立誘導7.1％

住民（団体）リー住民（団体）リー
ダーの育成ダーの育成13.413.4％

住民への広報活動住民への広報活動
（活動内容、参加（活動内容、参加PRPR
など）など）20.220.2％

情報の提供情報の提供
20.720.7％

活動に必要な機活動に必要な機
材・会場の提供材・会場の提供
や活動費などのや活動費などの
支援支援21.021.0％

活動に必要な機
材・会場の提供
や活動費などの
支援21.0％

住民（団体）リー
ダーの育成13.4％

不明7.3％

町の計画策定や
実施に関わる機会の
充実10.3％

住民への広報活動
（活動内容、参加PR
など）20.2％

情報の提供
20.7％

〈図１７〉住民による活動を活発化するためには

〈図１８〉まちづくりへの関与

総数
1,489人

0.0

環境美化・自然保護活動
スポーツ・レクリエーション活動

文化・芸術活動
子どもの健全育成に係る活動（子育て支援など）

社会福祉活動
地域安全活動（交通安全・防災・防犯活動など）

自治会活動（各種団体の活動も含む）
NPO活動
その他
不明

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

38.5％
26.4％

19.5％
21.4％
22.1％
20.7％

13.7％
6.2％

1.7％
6.6％

積極的に参加
または協力したい

12.0％

自分の興味のある自分の興味のある
ものは参加したいものは参加したい

51.051.0％

自分の興味のある
ものは参加したい

51.0％

不明6.0％その他2.6％

まちづくりには
関心がない5.8％

自治会の区長（役
員）や各種団体な
どを通して意見
を伝える13.7％

文章やメールな
どで意見を述べ
ることはしたい

8.9％

市街化区域の拡大は
行わず、今ある市街
地を充実させた方が
よい30.6％

規制がないと住環境
の秩序が乱れるので、
土地利用の制限を行う
のはやむを得ない

40.9％

わからない
23.6％

総数
1,489人

〈図１６〉住民活動の参加内容
　この図は、住民による活動に参加するとすれば、どのような活動に参加されるか尋ねたも
のです。「環境美化・自然保護活動」が38.5％ともっとも多く、ついで、「スポーツ・レク
リエーション活動」が26.4％となっていますが、「文化・芸術活動」、「子どもの健全育成
に係る活動」、「社会福祉活動」、「地域安全活動」は２割程度でほぼ同じとなっています。
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住民（団体）リー
ダーの育成13.4％

住民への広報活動
（活動内容、参加PR
など）20.2％

情報の提供
20.7％

活動に必要な機
材・会場の提供
や活動費などの
支援21.0％

総数
1,489人

総数
1,489人

総数
1,489人

自分の興味のある
ものは参加したい

51.0％

　この図は、土地利用の制限
について尋ねたものです。４
割の人が「規制がないと住環
境の秩序が乱れるので、土地
利用の制限を行うのはやむを
得ない」と回答されており、
土地利用の制限について理解
を示されていますが、一方で、
約４分の１の人がわからない
と回答しています。

　この図は、市街化区域の拡
大・縮小について尋ねたもの
です。「良好な計画内容であ
れば、市街化区域の拡大は行
ってもよい」が42.2％と多く
なっています。

　

　この図は、市街化区域での
土地利用について尋ねたもの
です。「未整備となっている
土地や農地の有効活用のため
の区画整理」が24.7％、「日
常の憩いの場としての公園や
緑地の整備」が23.5％などと
なっています。

良好な都市計画であ
れば、多少の市街化
区域の拡大は行って
もよい42.2％

市街化区域の拡大は市街化区域の拡大は
行わず、今ある市街行わず、今ある市街
地を充実させた方が地を充実させた方が
よいよい30.630.6％

市街化区域の拡大は
行わず、今ある市街
地を充実させた方が
よい30.6％

不明4.1％
その他0.7％

わからない
18.2％コンパクトな

まちづくりを
目指した、市
街化区域の縮
小を行っても
よい4.2％

計画的な土地利用は
総合的に考えるべき
であり、私有地でも
制限すべきである

17.5％

規制がないと住環境規制がないと住環境
の秩序が乱れるので、の秩序が乱れるので、
土地利用の制限を行う土地利用の制限を行う
のはやむを得ないのはやむを得ない

40.940.9％

わからないわからない
23.623.6％

規制がないと住環境
の秩序が乱れるので、
土地利用の制限を行う
のはやむを得ない

40.9％

わからない
23.6％

私有地であれば土地
利用の制限はしなく
てもよい12.4％

その他1.4％

不明4.2％

〈図２０〉市街化区域の拡大

民間開発による
住宅地の供給5.0％

未整備となって
いる土地や農地
の有効活用のた
めの区画整理
24.7％

日常の憩いの場とし
ての公園や緑地の整
備23.5％

その他1.8％

今のままでも
よい11.8％

新たな商業施設
の立地や既存商
店街の活性化へ
の取り組み
14.2％

不明6.0％

工業用地を拡大
し、企業誘致や
雇用促進につな
がる取り組み
13.0％

〈図２１〉市街化区域での土地利用

《都市計画について》

〈図１９〉土地利用の制限
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〈図２３〉都市基盤や都市施設整備
　この図は、都市基盤や都市施設整備ついて、町全体に必要なもの、また、住まいの地域に
必要なものについて尋ねたものです。
　町全体に必要なものは、幹線道路整備や狭小道路の解消、歩行者や自転車の安全な通行の
ための道路整備など道路関係が５割を占めています。
　しかし、住まいの地域に必要なものは、道路関係は３割となり、防犯灯や街灯の設置が
25.5％ともっとも多くなっています。

　この図は、市街化調整区域
での建築行為の規制緩和につ
いて尋ねたものです。「その
他」、「不明」を除くと29.3
％、28.9％、27.3とほぼ３
等分した回答となっています。

　

　

Ａ．町全体に必要なもの

高齢者も安心して歩
けるように、道路の
バリアフリー化整備
（段差解消）6.1％

夜間の犯罪や事故
を防ぐための防犯
灯・街灯の整備
10.2％

日常の憩いのため
の身近な広場や公
園の整備4.5％

水害予防のための
雨水幹線の整備

2.5％
バス・鉄道などの
公共交通の利用促
進のため、パーク
アンドライトなど
の促進15.2％

その他0.7％

不明11.2％

歩行者や自転車の
安全な通行のため
の道路整備（歩道の
設置等）16.9％

緊急車両の通行が
困難な狭小道路の
解消14.3％

幹線道路の整備
18.4％

これまでどおり開発・これまでどおり開発・
建築行為を抑制する区建築行為を抑制する区
域として、農家用住宅域として、農家用住宅
や地縁者住宅等のみのや地縁者住宅等のみの
許可とするのがよい許可とするのがよい

29.329.3％

その他3.4％

不明11.1％

良好な地域の活性化良好な地域の活性化
を図るため、既存事を図るため、既存事
業所（店舗、工場など）業所（店舗、工場など）
の拡張や用途変更がでの拡張や用途変更がで
きる区域指定の推進きる区域指定の推進
28.928.9％

人口減少に対処する人口減少に対処する
ため、誰でも住宅のため、誰でも住宅の
建築ができる区域指建築ができる区域指
定の推進定の推進27.327.3％

〈図２２〉市街化調整区域の建築行為の規制緩和

総数
1,489人

これまでどおり開発・
建築行為を抑制する区
域として、農家用住宅
や地縁者住宅等のみの
許可とするのがよい

29.3％

良好な地域の活性化
を図るため、既存事
業所（店舗、工場など）
の拡張や用途変更がで
きる区域指定の推進
28.9％

人口減少に対処する
ため、誰でも住宅の
建築ができる区域指
定の推進27.3％

総数
1,489人
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〈図２４〉自然環境や美しいまちなみの景観をまもり、つくりだすため
　この図は、自然環境や美しいまちなみの景観をまもり、つくりだすために重要なことにつ
いて尋ねたものです。「森林や丘陵、水辺等の自然景観を残す」が32.5％、ついで「田畑等
の農地を残し田園的風景を守る」が15.3％となっており、自然環境の保全への関心の高さが
あらわれています。

敷地内の緑の保護
や生垣等の身近な
緑を増やす10.8％

古い街並みなど特
色のある地域・建
物を指定し、保全
・再生していく
12.4％

建物の高さや立地を
規制し、山並み等の
眺望を確保する
5.0％

屋外広告物を規制
して、道路沿いの
景観をきれいにす
る11.7％

建物の大きさや外
観の色などを統一
し、美しいまちな
みをつくる4.1％

その他2.0％

田畑等の農地を残
し田園的風景を守
る15.3％

森林や丘陵、水辺
等の自然環境を残
す32.5％

不明6.2％

　

Ｂ．住まいの地域に必要なもの

高齢者も安心して
歩けるように、道
路のバリアフリー
化整備（段差解消）
4.7％

夜間の犯罪や事故
を防ぐための防犯
灯・街灯の整備
25.5％

日常の憩いのため
の身近な広場や公
園の整備11.3％

水害予防のための
雨水幹線の整備

4.2％

バス・鉄道等の公
共交通の利用促進
のため、パークア
ンドライトなどの
推進9.8％

その他1.5％

不明11.4％

歩行者や自転車の
安全な通行のため
の道路整備（歩道の
設置等）14.3％

緊急車両の通行が
困難な狭小道路の
解消14.1％

幹線道路の整備
3.2％

これまでどおり開発・
建築行為を抑制する区
域として、農家用住宅
や地縁者住宅等のみの
許可とするのがよい

29.3％

良好な地域の活性化
を図るため、既存事
業所（店舗、工場など）
の拡張や用途変更がで
きる区域指定の推進
28.9％

人口減少に対処する
ため、誰でも住宅の
建築ができる区域指
定の推進27.3％

総数
1,489人

総数
1,489人
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町　章
　全体の形は円満協和を表し、左右両端の鋭角は町の発展を表徴し、かたかなの
「ク」を二つ組み合わせて「フク」とし図案化しています。

一、恵まれた自然を生かし、住みよい、調和のとれた町をつくりましょう。

一、豊かな伝統と歴史を守り、教養を深め、香りたかい文化の町をつくりましょう。

一、人を大切にし、みんなで助けあい、豊かな心がふれあう町をつくりましょう。

一、心と体をきたえ、健康で、明るく楽しい町をつくりましょう。

一、くふうと努力を重ね、生きがいある、未来をひらく町をつくりましょう。

福崎町民憲章

　“民俗学のふるさと”福崎町は、清流市川にはぐくまれ、豊かな風土と歴史を背景
に、多くの偉人を生んだ学問・芸術文化のふるさとです。
　先人のたゆまぬ努力によって、絶えざる躍進を続ける福崎町に、わたしたちは、誇
りと責任をもち、活力とうるおいのある平和な町づくりのため、この憲章を定めます。

（昭和61年11月22日）

植物性大豆油
インキ使用。再生紙を使用しています。
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